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世界に希望を生み出そう 

 

四つのテスト 

Ⅰ真実かどうか 

Ⅱみんなに公平か 

Ⅲ好意と友情を深めるか 

Ⅳみんなのためになるかどうか 

THE ROTARY CLUB OF TAKATSUKI  国際ロータリー 第２６６０地区 

事務所 〒569-1116 高槻市白梅町 4-1 高槻阪急スクエア 6 階 

    TEL 072-683-1158  FAX 072-683-1174 

    URL  http://www.takatsukirc.org/ 

    E-mail takatsuki.rc@bird.ocn.ne.jp 

例会日 毎週水曜日 12:30～13:30 

例会場 高槻阪急スクエア 6 階多目的ホール TEL 072-684-5379 

創 立 1954 年 6 月 15 日 

会長 河合一人 幹事 松下浩章 クラブ運営委員長 内本繁 会報担当副委員長 小阪大輔 

 

 

WEEKLY BULLETIN 
２０２３～２０２４ 

２～２０２２ 

  

高槻ロータリークラブ 

 

   
例会場変更（於：桃谷樓） 

 
第1回ガバナー補佐訪問 

 
◎ ソング・・・我等の生業 
◎ 外部卓話  第 2660 地区 職業奉仕委員会 

委員 光本 智輝様 
「 職業奉仕入門 

～奉仕活動の本当の意味～ 」 
◎ 例会後の行事 

第 2 回情報集会 

臨時理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3349 回 本日（1/31）の例会 

 

 

◎ 国歌・・・・君が代 
◎ ソング・・・奉仕の理想 
◎ 誕生、結婚、入会記念月御祝 
◎ 創業記念月御祝 
◎ 70 周年実行委員会例会 
◎ 例会後の行事 

    2 月度定例理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3350 回 次週（2/7）の例会 

ｖｖｖｖｖｖｖ）の例会 

会員数 出席者数 出席率 

44 名 35 名 81.40 ％ 

前々回例会補正後出席率  90.24 ％ 

但し、 Mup 4 名   欠席者 4 名 

出席規定摘用免除有資格者 3 名 

 

 

 

 

 

◎ゲスト                  計 2 名 
 
大阪府高槻警察署 生活安全課長   中川 泰典様 
大阪府高槻警察署 総務課広聴相談係 菅野 誠之様 

 
◎出席報告 

先週（1/24）の例会から 

1月は職業奉仕月間 

◎会長の時間 
 
ロータリーには、二つの標語（モットー）がありま
す。第一には「超我の奉仕」、そして第二には、アーサ
ー・F・シェルドンの言葉で知られる「最もよく奉仕す
る者、最も多く報いられる」です。この二つの標語
を、全体として一つの主張として考えて見ると、その
真意は次の様になると思われます。サービスを、自己
の利益や都合よりも優先させる。相手の為に最善のサ
ービスをすれば、結果として最大の利益と大きな精神
的満足が得られ自身もまた幸福になれる。サービスと
は、世の為・人の為に尽くす事であって同時に、社会
に役立つ価値を提供する事。 
 
一方で、日本の古くから伝わる「商家の家訓」の中に
も共通する考え方があります。こう言った場合にはよ
く、近江商人の「三方よし」の話が出てきますが、今
日は富山商人の「先用後利」についての話となりま
す。 
若い世代には少しなじみが薄い様ですが、配置薬の販
売は、今から 300 年以上も前に富山で始まった商法で
す。そしてそのルーツは、1690 年（元禄 3 年）に江戸
城内で、三春藩主・秋田河内の守が腹痛で苦しんでい
た時、富山藩の第二代藩主である・前田正甫公が、印
籠から取り出した「反魂丹」と言う自藩の妙薬を与え
たところ、ピタリと腹痛が収まりました。世に言う
「江戸城腹痛事件」の逸話です。 
この噂がたちまち全国に広がり、諸国の大名から「是
非・自分の領内でも薬を置いて欲しい」と依頼を受け
たのがそもそもの始まりだとされています。正甫公は
この依頼に応える為「用を先に利を後にせよ」と言う
方針の下、富山城下の行商人達に各地の庄屋を廻って
「置き薬」を配置させます。こうして「先用後利」の
販売システムが登場しました。 
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具体的には「病気を治すのが先で、金は後でよい」と
言う意味で、先に一通り薬を預けて置いて、次回訪問
した時に「使用した分の代金だけを受け取る」と言う
長期信用取引制度を確立させた。この販売システム
は、当時としてはかなり画期的な商法でした。薬は
「どの薬が何時必要になるのか」全く見当がつかない
ので、身近なところに色々な薬を常備しておく必要が
あります。ただ当時の経済環境では、一般の庶民の人
達が何種類もの薬を買い揃えるのはとても困難な時代
です。その為、「先用後利」の販売システムは、大変好
評を得たと言います。 
とはいえ、薬売り達には大変な苦労が伴いました。大
きな荷物を背負い道なき道・山河を超えて全国に商い
に行く訳です。道中では、山賊や盗賊に襲われる危険
があり宿泊費や交通費等も馬鹿にはなりません。また
現地では、言葉や習慣の違いも当然あって必ず薬を買
ってもらえる保証はどこにもありません。こうした悪
条件の中での商いであった為、薬売り達には「不安や
迷いを断ち切る」強い精神力が必要でした。彼らは第
二次世界大戦の頃まで、その殆どが真宗信者で、懐や
篭（ロウ）の中に小さな仏像を納めて、信仰心を支え
に全国を歩き回ったと言います。 
 
仏様と一緒に顧客に薬のご利益を届ける。顧客は、そ
のご利益により健康・長寿でいられる。そのご利益
は、薬を届けた者に還ってくる・・・・・ 
こうした「先用後利」の商法は、顧客との間に「互い
に利を分かち合う真心と感謝の結びつき」をより強固
なものにし、人間関係が永続すると言う効果をもたら
した訳です。 
 
 
◎幹事報告  
・能登半島を中心に発生した能登半島地震の支援金に
ついてガバナー事務所よりご連絡が届いておりま
す。被災地域を抱える第 2610 地区（富山・石川）よ
り、全国の地区ガバナーに対し支援金のお願いが発
信されており、各クラブからの支援金は地区で取り
まとめ第 2610 地区へお届けして頂けるとの事です。
1 月の定例理事会にて当クラブは有志による寄付を
募り支援金とする事と致しました。回覧を回します
ので、趣旨にご賛同いただける方はご協力を宜しく
お願い致します。 

 
 
◎委員会報告 
〇ゴルフ同好会             小阪 大輔 
・「2023－2024 年度第 3 回高槻 3RC ゴルフコンペ」を
開催致します。今回は当クラブがホストですので多
数の皆様のご参加宜しくお願い致します。 

【日 時】2024 年 3 月 9 日(土)  
8：00 集合 8：20 スタート（OUT・IN） 

【場 所】ベニーカントリー倶楽部 
【競 技】18 ホールズ 

ストロークプレー・ダブルペリア方式 

【会 費】10,000 円（プレー費は各自支払い） 

 
〇社会奉仕委員会            飯田 哲久 
・1/21(日)高槻シティハーフマラソンが開催され、当
クラブからポイントスタッフとして 14 名の方に参加
頂きました。ご参加頂きました皆様ありがとうござ
いました。 

 

〇70 周年記念事業部会         浦中 郁文 
・本日皆様に 70 周年記念事業のチラシを配布しており
ます。このチラシは堀部会員に作成して頂きまし
た。このイベントはオールジャンルの参加型三世代
交流パフォーマンスイベントとなり、開催日が
4/13(土)、会場は高槻城公園芸術文化劇場中ホール
となっております。当初申込の締切を 1/31 にしてお
りましたが、2/29 へ変更致しました。開催日が 4/13
で申込の締切が 2/29 と大変タイトなスケジュールと
なっております。是非とも皆様にご協力頂きたいの
は、ダンスはもちろんですが、例えばお琴、フラダ
ンス、空手など三世代で血縁関係はなくてもよいの
で 1 つのチームを作って頂ける方をし勧誘しご紹介
頂ければと思います。宜しくお願い致します。 

 

 

◎卓話 「 高槻市民が犯罪に遭わないために 」 
 

大阪府高槻警察署 生活安全課長 中川 泰典様 
 
 市民の皆様が、「安心して暮らせるまち」を目指し、
日々取り組みを行っておりますが、本日は、高槻署の
重要取り組みの一つである特殊詐欺の話や、皆様の生
活の中でも無くてはならないものとなりつつある『ネ
ット』にまつわる詐欺の話と、そして、ちょっと大き
な話になりますが、世界的に問題となっているサイバ
ー犯罪の脅威について述べさせていただきます。 
 
１ 特殊詐欺について 
まずは、全国的にも話題となっており、高槻署でも

挙署一体となって取り組みを進めております特殊詐欺
についてですが、手口としては、息子を騙っての『オ
レオレ詐欺』や、市役所職員などを騙っての『還付金
詐欺』、また、警察官を騙って「あなたの口座が犯罪に
使われている」などと電話をかけてきて、キャッシュ
カードを直接受け取りに来るケースも増えてきてお
り、犯人はあらゆる手を使って、あなたに近寄ってき
ますが、これらはすべて『詐欺』です。 
電話で、『お金・カード・暗証番号』というワードが

出れば、まずは、『詐欺』を疑ってください。 
 決して、犯人の言いなりになって、カードを渡した
り、暗証番号を教えたり、犯人に言われる通りにＡＴ
Ｍへ向かったりしないで下さい。 
また、最近では電話ではなくパソコンやスマホを使

っての、『サポート詐欺』という手口があります。 
これは、パソコンやスマホでインターネットサイト

を閲覧中に、突然、『ウイルスに感染しました』との表
示が画面に出て、『サポートセンター』に誘導する電話
番号が表示され、その電話番号に電話をかけると、（片
言の日本語を使う人が多いですが・・・）復旧作業料
金として、コンビニエンスストア等で電子マネーの購
入を促して、高額の電子マネーを購入させて騙し取る
という手口です。 
この様なケースも、すべて『詐欺』です。騙されな

いで下さい。お金を支払わないで下さい。パソコンや
スマホのウイルス感染に対しての対価がコンビニ等で
販売されている電子マネーで支払う事はありません。 
 
２ ネット詐欺に遭わないために 
次に、インターネットの話です。 

 誰もがインターネットを利用する時代となり、ネッ
トを使ってショッピングをするケースが当たり前にな
ってきています。ネットショッピングは、非常に便利
な反面、お店の人や実際に商品が見えない状態で買い
物をするという、リスクを伴っているという事を考え
な 
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 ・データのバックアップ等の取得 
・アクセス権限等の最小化 
・ネットワークの監視 

などがあります。 
 そして、もし感染してしまったら、感染端末のネット
ワークからの隔離の措置が必要になります。 
 
４ おわりに 
 以前であれば、「大阪名物」とも言われた「ひったく
り」は、相手の姿が見えましたが、最近では犯人の姿が
見えない犯罪が増えてきています。 
今回例示として出した話題について共通して言えるこ

とは、「冷静になれば」被害回避が可能である事です。 
 皆様の大切な財産をだまし取られない為にも、「冷静
になる」「迷えば周囲で信頼の出来る人に相談」をして
下さい。 

以上 
 
 
◎ニコニコ箱報告 
・創業記念内祝   光本君 
・皆出席内祝    小阪君 
・9 月度・10 月度皆出席表彰の皆様おめでとうございま
す‼                    河合君 

・大阪府警察署 中川様、菅野様、ありがとうございま
した。これからも高槻をよろしくお願い致します。 

        長山君 
・高槻警察署 中川生活安全課長、菅野様、貴重な卓話
をありがとうございました。        内本君 

 

              本日の合計   ￥  30,000-  
    7/1 よりの累計   ￥1,087,000-  
 

◎R 財団への寄付（恒久） 
 

本日の合計   ￥      0- 
         7/1 よりの累計   ￥  305,000-     
           一人当たり平均      ＄45.73 

 
◎R 財団への寄付（年次） 

河合 一人君 ￥10,000- 内本  繁君 ￥ 5,000- 
 

本日の合計   ￥   15,000- 
         7/1 よりの累計   ￥  500,000- 

一人当たり平均      ＄76.55 
 
◎R 財団への寄付（ポリオ） 

 
本日の合計   ￥      0- 

         7/1 よりの累計   ￥   55,000-     
           一人当たり平均       ＄8.25 
 
◎米山奨学会への寄付  

 
本日の合計  ￥      0- 

          7/1 よりの累計  ￥  350,000-      
                会員より  ￥  125,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 225,000- 
                  一人当たり平均   ￥   7,609- 
 
◎青少年育成基金への寄付 

 
本日の合計  ￥      0-      

7/1 よりの累計  ￥   40,000- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

なければなりません。 
この様な場合、リスクを軽減するためには、まず、

欲しい商品を検索する際に、 
「商品名での検索」ではなく、名前の通ったインター
ネットショッピングサイトにアクセスして、そのショ
ッピングサイト内でショッピングをすれば、この様な
詐欺に遭う確率が低くなります。 
 他にも、会社概要をきちんと確認することも大切で
す。会社の所在地を地図検索ソフトで検索をして、周
辺の画像を確認してみると、意外と空き地であった
り、そもそも住所が存在しない事があります。 
 インターネットは便利なツールであり、指先だけで
どこからでも買い物が出来る訳ですが、そのサイトが
本当に信用出来るかどうかを、あなたがお持ちのその
スマホを使って検索をして確認をするなど、手間を少
しかけることで、この様な犯罪からあなたのお金を守
ることが出来るのです。 
 
３ サイバー犯罪の脅威と対策について 
 ネットの話が出ましたので、最後に少し、サイバー
犯罪の脅威と対策について触れてみたいと思います。 
 数年前からニュースなどで騒がれ出した、企業を狙
った『ランサムウェア』については、皆様ご存じでし
ょうか。 
 まず、『ランサムウエア』とは、サーバやパソコン等
のデータを暗号化して使用出来ない状態にした上で、
データを元に戻すことと引き換えに『身代金』を要求
するマルウェア（コンピュータウイルス）のことを指
します。 
 実際に感染をしてしまうと、企業の機密情報（顧客
情報、知的財産など）のデータが盗まれてしまう。ま
た、業務の全部又は一部が止まってしまうという事に
なります。 
 ちなみに、この時に身代金を支払ったとしても、盗
まれたデータが戻ってくるという保証はどこにもあり
ません。  
 では、まずどの様にして感染してしまうのか。その
経路としては、アップデートをしないままにして、脆
弱性を突かれウイルスが侵入する 
 また、組織間の業務上の繋がりを悪用して次なる攻
撃の踏み台とするサイバー攻撃手法の全般を指すサプ
ライチェーン攻撃があります。もう少し具体的に言う
と本来侵入が難しいセキュリティレベルの高いターゲ
ット組織でも、比較的セキュリティレベルが低い取引
先や子会社を経由することで、ターゲット組織への侵
入を可能にします。 
 ですので、会社関係の方は、取引先の方々との連携
を図っていかねばなりません。 
 つぎに、攻撃者が定めた攻撃対象にマルウェアと呼
ばれる悪質なプログラムを添付したメールを送りつけ
て端末を感染させる攻撃手法である標的型メール攻撃
があります。 
 これは、メールに仕掛けられた添付ファイルを開封
することで、パソコンやサーバが悪質なマルウェアに
感染してしまいます。 
普段からすべき対策としては、 
・送信されて来る電子メールへの警戒 
・アップデートを怠らない 
・ウイルス対策ソフトの導入 
・認証情報の適切な管理 

 ・ＩＤパスワードの使い回しの回避 
 ・二段階認証の活用         
などがあり、また、万一感染した場合に備え、被害を 
最小限に抑えるために出来ることとして、 
 
 
 
 


